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平成２６年第４回長与町議会定例会 
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平成２６年第４回長与町議会定例会会期日程（案） 

◎ 会 期  １２月２日（火） ～１２月１５日（月） １４日間 

月 日 曜 時間 区分 備考 

12

２ 火
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議長報告、行政報告、 

議案上程（提案理由説明） 

  （議案調査）         （全員協議会） 
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        森議員 

4 木  9：30 本会議

一般質問（５名） 
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        内村議員 
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一般質問（５名） 

    （午前）堤議員   ・河野議員 

    （午後）安藤議員  ・佐藤議員 

        川井議員 

６ 土 － 休 会

７ 日 － 休 会

８ 月  9：30 本会議 議案審議（質疑・付託） 

９ 火  9：30 委員会 付託案件審査 

10 水  9：30 委員会 付託案件審査 

11 木  9：30 委員会 付託案件審査 

12 金  9：30 委員会
付託案件審査予備日 

委員長報告取りまとめ 

13 土 － 休 会

14 日 － 休 会

15 月  9：30 本会議 委員長報告、採決 
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◎ 一 般 質 問 

期日 質 問 者 及 び 質 問 項 目 ページ 

３

日
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① 町長のリーダーシップについて 
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① 健康長寿の町１２０歳１００名長与宣言について 
② 町長のリーダーシップについて 
③ 教育関係について 

３５ 

岩 永  政 則   議 員 
① 長与小学校運動場の一面化について 
② 新図書館の建設について 

５０ 

金 子    恵   議 員 
① 住民との協働のまちづくりについて 

６５ 

森    謙 二   議 員 
① 行政運営への町民の協力について 
② 学校のフェンスについて 
③ 排水対策について 

７７ 

４

日

饗 庭  敦 子   議 員 
① ＩＣＴ（情報通信技術）の活用について 
② 駐車場について 

８８ 

分 部  和 弘   議 員 
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１０６ 

西 岡  克 之   議 員 
① 福祉政策について 
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安 部    都   議 員 
① 新図書館のあり方とブックスタート導入について 
② 認知症患者における対応について 
③ 障がい者福祉政策について 

１３７ 

内 村  博 法   議 員 
① 榎の鼻土地購入約束問題について 
② 新図書館等の公共施設について 
③ 小中学校の教育課題について 

１５４ 

５

日

堤    理 志   議 員 
① 長与小学校児童の安全について 
② 住宅団地の落葉樹対策について 
③ 地方公会計の取り組みについて 

１７６ 

河 野  龍 二   議 員 
① 新図書館建設について 
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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、平成２６年第４回長与町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸報告を行います。 

 １の議長報告でありますが、お手元に配付したとおりでありますので、説

明を省略いたします。 

 次に、本日までに受理した請願は２件で、お手元に配付した請願陳情文書

表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので、報告します。 

 なお、陳情につきましては、２件を参考配付といたしております。 

 次に、２の行政報告の発言を許します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、行政報告をさせていただきたいと思います。 

 平成２６年第４回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各

位には予定外の衆議院議員選挙も加わりまして、この年末の大変慌ただしい

中に御出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 きょうから開会をしていただくわけでございますけれども、本議会におき

ましても重要な案件をお願いをいたしておりますので、どうぞよろしく御審

議をいただき、御決定いただきますようお願いを申し上げるところでござい

ます。 

 それでは、これから行政報告をさせていただきますが、その前に報告の方

法につきまして、今回からこれまでのような出席いたしました会議等を順を

追って報告するのではなく、町政の主なもの、あるいは当面する重要施策等

について報告をさせていただきたいと思っておりますので、あらかじめ御了

承をいただきたいと存じます。 

 初めに、４９年ぶりに長崎で開催の国体でございましたが、本町では１０

月１７日から２０日にかけまして少年女子ソフトボール競技会が開催されま

した。来場者は長与会場で４日間で延べおおよそ１万５,０００人あり、大

会は地元ボランティア、あるいは長崎チームにこだわることなくそれぞれ担

当のチームを応援した地域応援団の活躍によりまして大変盛り上がり、盛会

裏に終了することができました。また、１１月１日から３日にかけまして、

全国障害者スポーツ大会長崎がんばらんば大会として、本町ではフットベー

スボール競技が開催されました。大会の３日には高円宮妃殿下をお迎えし、

熱のこもった試合、また、応援を御高覧いただいております。来場者は４日

間で延べおおよそ４,０００人でございました。この大会も同様に住民皆様

の御協力をいただきまして、盛会裏に終了をすることができました。両大会

とも長崎県チームは第３位という好成績で、また、参加いただきました選手、

関係者の皆様から、長与町のおもてなしのすばらしさにお褒めの言葉、感謝
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の言葉をいただいております。この場をおかりいたしまして、皆様には心よ

りお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 次に、新図書館建設の関係ですが、これまでの経過報告をさせていただき

ます。 

 ６月定例会におきまして、図書館建設推進専門委員報酬を、また、９月定

例会におきまして、新図書館基本構想策定委員報酬を議決いただきまして、

基本構想の策定に取りかかったわけでございます。教育委員会で設置しまし

た図書館整備検討委員会のメンバー４名を含め、１２名の方に委員をお願い

し、これまで３回の策定委員会を開催しております。委員会では、長与町コ

ンパクトシティ構想に対する提言の答申を踏まえ、決定させていただきまし

た榎の鼻区画整理事業地内の保留地を建設場所として基本構想の策定に取り

組み、来年３月末の答申までに合計８回の開催を決め、２月にはパブリック

コメントを実施するように決定をしております。 

 これまでの委員会で決定していただきましたのは、図書館建設の基本的な

考え方として、町民に親しまれ利用しやすく行ってみたいと思われる施設、

つまり、新しい図書館は本を読むだけのところではなく、情報発信やさまざ

まな学習及び活動の場の提供ができる施設ということを確認し、町の文化財

の展示スペースの確保や生涯学習センターなどの機能を兼ね備えた多機能型

の施設ということで協議を重ねております。また、新図書館には、長崎大水

害や東北大震災の教訓から、災害避難場所としての機能も持たせたいとも思

っているところでございます。今後の策定委員会では、新図書館の規模、サ

ービス、施設の整備、管理、運営方法、建設方法、建設スケジュール等につ

いて協議をしていく予定でございます。 

 次に、既に新聞報道等で御案内のとおり、所得税の源泉徴収について、長

崎税務署から自己点検の依頼がございました。調査の結果、本町におきまし

ても平成２２年１月からことし８月までに業務を委託した公認会計士、建築

士、税理士など１７の個人事業主への支払いに係る５８件、源泉所得税額２

５２万６,１９５円の徴収を行っておりませんでした。 

 なお、これに伴う不納付加算税と延滞税は試算で約１７万円となり、町の

負担となります。これは他自治体同様、会計士事務所など、個人事業主を徴

税義務のない法人との誤認や委託料の支出は源泉徴収の義務がないと誤認し

ていたことが原因でございました。全国的案件とはいえ、不適切な事務処理

により、特に個人事業主の方々には大変御迷惑をおかけしましたことを深く

おわび申し上げます。今後はこのような誤りが生じないよう、関係法令等の

確認徹底と審査の強化を行い、再発防止に努めてまいります。また、この件

に係ります関係予算につきまして、今議会の一般会計補正予算へ計上いたし

ておりますので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 その他、お手元に配付のとおり、９月から１１月にかけまして、多くの会

議、事業があっております。次に載せております５,０００万円未満の入札

結果とあわせまして、御参照いただければと存じます。 

 以上をもちまして、行政報告を終わりますが、議員各位におかれましては、
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今後とも御指導、御協力をいただきますようお願いを申し上げたいと存じま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 以上で行政報告を終わります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、８番、川井哲雄議員、

９番、森 謙二議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１５日までの１４日間にしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月１５日までの１４日間に決定しました。 

 議題に入るに先立ち、お手元に配付された資料について差しかえの説明の

申し出があっておりますので許可します。 

 総務課長。 

総務課長 （古賀 洋君） 

 皆様、おはようございます。 

 議員の皆様にお配りした議案の附属資料に誤りがありましたので、まこと

に申しわけございませんが、差しかえをお願いいたします。 

 差しかえをお願いするのは、議案第８６号、平成２６年度長与町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）に関する説明書でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに皆様方からありませんか。 

 日程第３、議案第７８号、長崎県南部広域水道企業団の解散について、日

程第４、議案第７９号、長崎県南部広域水道企業団の解散に伴う財産処分に

ついて、日程第５、議案第８０号、長崎県南部広域水道企業団規約の変更に

ついてを一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 ただいま一括提案させていただきました議案第７８号、長崎県南部広域水

道企業団の解散について、議案第７９号、長崎県南部広域水道企業団の解散

に伴う財産処分について、議案第８０号、長崎県南部広域水道企業団規約の

変更について、提案理由を御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第７８号、長崎県南部広域水道企業団の解散について御説明

をいたします。 

 本案は、地方自治法第２８８条の規定により、長崎県南部広域水道企業団
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を平成２７年３月３１日をもって解散することについて、地方自治法第２９

０条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 続きまして、議案第７９号、長崎県南部広域水道企業団の解散に伴う財産

処分について御説明をいたします。 

 本案は、長崎市、諫早市、長与町及び時津町の２市２町で構成する長崎県

南部広域水道企業団を解散することに伴い、本企業団の財産を処分すること

について、地方自治法第２８９条の規定に基づき、議案別紙の協議書のとお

り定めることについて、同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 処分する財産の内容については、別紙の協議書をごらんいただきたいと思

いますが、既に諫早市及び長与町の一部に口径５００ミリで延長７,４２２.

７メートル、口径３００ミリで延長２,５３８.２メートルの送水管が布設済

みであり、そのうち、口径５００ミリの管を諫早市に、口径３００ミリの管

を長与町にそれぞれ帰属させるものでございます。 

 続きまして、議案第８０号、長崎県南部広域水道企業団規約の変更につい

て御説明をいたします。 

 本案は、長崎県南部広域水道企業団が解散することに伴い、本企業団の規

約の一部を変更することについて、地方自治法第２８６条第１項及び同法第

２９０条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 

 変更内容につきましては、本企業団の解散に伴い、企業団が解散した際、

企業団の事務を諫早市が承継することについて、第１３条の規定に新たに追

加するものでございます。 

 また、施行日につきましては、地方自治法第２８６条第１項の規定により、

長崎県知事の許可を受けた日から施行するものでございます。 

 以上が本議案の提案理由でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第６、議案第８１号、長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第８１号、長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本条例につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行

により、出産育児一時金の基本額を引き上げ、妊産婦の実質的な負担軽減を

図るものです。 

 改正内容につきましては、長与町国民健康保険条例第７条第１項中の３９

万円を４０万４,０００円に改めるものです。 

 附則でございますが、第１項に施行期日を、第２項に施行期日前の経過措

置を規定しております。 
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 以上が御提案の内容でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第７、議案第８２号、長与町水道給水条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 議案第８２号、長与町水道給水条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の改正は、指定給水装置工事事業者の指定申請に係る手数料を徴収す

るため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容といたしましては、手数料を規定している第３３条に、指定給水

装置工事事業者指定申請１件につき、手数料１万円を徴収する規定を追加し、

あわせて、条文の整理を行うものです。 

 附則につきましては、本条例の施行期日を平成２７年４月１日とするもの

でございます。 

 以上が本議案の提案理由でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第８、議案第８３号、長与町公共下水道条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 議案第８３号、長与町公共下水道条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 長与町公共下水道条例第７条においては、排水設備等の工事は町長が技能

を有するものとして指定した者の監理下で行うこととしています。 

 改正の内容といたしましては、第７条の次に、第７条の２として、排水設

備工事店の指定に係る申請の規定、当該排水設備工事店の指定に係る手数料

の規定を追加するものであります。 

 附則といたしまして、本条例を平成２７年２月１日から施行し、平成２７

年度以降の指定に係る手数料について適用するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第９、議案第８４号、都市計画道路西高田線切土工事請負契約の変更

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 
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 議案第８４号、都市計画道路西高田線切土工事請負契約の変更について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の議案は、平成２６年６月の第２回定例会により議決いただきました

請負契約につきまして、当初請負金額１億５,８３３万５,５６０円を３,０

９８万５,２００円増額し、請負額を１億８,９３２万７６０円として、請負

契約の変更を行いたく、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決をお願いするものでございます。 

 本工事は、西高田線道路築造に伴い、フォーレツインキャッスル裏におき

まして、土工量２万１,４００立方メートルの切土工事を行うもので、西高

田町営住宅付近を起点とし、町道西高田日当野線と接続する、まるみつパチ

ンコ店前までの都市計画道路設備を行っているものでございます。 

 今回の変更概要としましては、事業の進捗を図るため、切土工を３,２０

０立方メートル追加することに伴い、請負工事費に変更が生じるものであり

ます。 

 以上が本案の主な内容でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第１０、議案第８５号、平成２６年度長与町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 議案第８５号、平成２６年度長与町一般会計補正予算（第４号）につきま

して、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ

２億７,９２５万８,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１２８億

２,９２３万９,０００円とするものでございます。 

 補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表、歳入歳出予算補正

により御説明をいたします。 

 歳入の１３款国庫支出金は、障害者自立支援給付費、障害児施設措置費、

保育所運営費など、負担金の決算見込み額による計上。地域介護・福祉空間

整備等交付金の県支出金から国庫支出金への組み替え及び町道新設改良事業

費交付金を内示額に合わせて計上いたしました。 

 １４款県支出金は、国民健康保険基盤安定負担金や１３款の国庫支出金と

同様、決算見込み額による障害者自立支援給付費、障害児通所給付費などの

負担金及び福祉医療費の障害者・乳幼児ひとり親に対する補助金、安心こど

も基金事業費補助金、児童健全育成事業振興補助金、農家台帳・農業地図シ

ステム整備に伴う農地集積・集約化対策費補助基金などを計上いたしました。 

 また、平成２７年４月執行予定の長崎県議会議員一般選挙事務委託料もあ

わせて計上いたしております。 
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 １７款繰入金では、民間保育所建設に伴う自治体負担分として、地域福祉

ボランティア基金を繰上計上しております。 

 １８款繰越金は、今回の補正予算の財源調整として計上いたしました。 

 １９款諸収入は、平成２０年度に実施されました長崎県強い農業づくり交

付金（じげもん長与建設事業）の返還金や本町が所得税の徴収・納税義務者

になっていることから、個人事業主からの未徴収の所得税の受け入れ分など

を計上いたしました。 

 ２０款町債では、町道新設改良事業の国庫補助金内示額に伴う充当起債を

計上いたしました。 

 続いて３ページをお願いします。歳出では、各科目の職員人件費につきま

して退職、新規採用、配置転換及び人事院勧告よる給与措置などの補正分を

計上いたしております。 

 次に、職員人件費以外の補正につきまして、主なものを御説明いたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費では、歳入の１９款諸収入で説明いたしまし

た個人事業主から受け入れた所得税などの税務署への支出分、財産管理に伴

う需用費を計上したほか、２項徴税費では、新システム移行に伴う納税通知

書などのテスト印刷に係る経費、４項選挙費では、長崎県議会議員及び長与

町議会議員一般選挙に係る経費を計上いたしました。 

 ３款民生費、１項社会福祉費では、乳幼児・身障者の医療費や自立支援、

障害児通所給付費などの扶助費の増額計上、過年度分の自立支援給付費の返

還金及び実績見込み額による国民健康保険特別会計への繰出金などを計上い

たしました。２項児童福祉費では、民間保育所緊急整備事業、放課後児童ク

ラブ設置促進事業、町内各保育園の運営費などの各補助金及び保育士等賃金

を計上いたしました。 

 ４款衛生費、２項清掃費では、指定ごみ袋作成費及び長与・時津環境施設

組合への負担金を計上いたしました。 

 ６款農林水産業費、１項農業費では、農家台帳・農業地図システム整備委

託料及び平成２０年度に実施されました長崎県強い農業づくり（じげもん長

与建設事業）に伴う交付金返還分を計上いたしました。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費では、道路の維持補修に関する経費を、６項

住宅費では、町営住宅植栽剪定委託料を計上いたしました。 

 １０款教育費、２項小学校費では、町内小学校の電算機器借り上げ料を減

額計上いたしました。 

 １２款公債費、１項公債費では、一般会計出資債の繰り上げ償還分を計上

しております。 

 ５ページの第２表、債務負担行為補正では、長与町立小学校電算機器借り

上げ料の変更及び道路台帳システム賃借料の追加を、６ページの第３表、地

方債補正では、市街地整備総合交付金事業の限度額の増額を変更分としてお

願いいたしております。 

 以上が補正の主な内容でございます。 

 議案の後に平成２６年度長与町一般会計補正予算（第４号）に関する説明
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書を添付いたしておりますので御参照いただき、御審議のほどよろしくお願

いを申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第１１、議案第８６号、平成２６年度長与町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 議案第８６号、平成２６年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１

億７,９８１万７,０００円を追加しまして、補正後の予算の総額を歳入歳出

それぞれ４６億４,４５７万４,０００円とするものでございます。 

 それでは、歳入につきまして御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。９款１項繰入金は、国民健康保険保

険基盤安定負担金等の額が確定いたしましたので、一般会計からの繰入金を

計上いたしております。 

 １０款１項繰越金は、２５年度決算に伴う繰越額が確定いたしましたので、

今回計上させていただいております。 

 次に、歳出につきまして説明いたします。 

 ３ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、２項徴税費は、

平成２７年１月から稼働します新しい電算システムに係る専用帳票の印刷製

本費を計上いたしております。 

 ３款後期高齢者支援金、４款前期高齢者納付金、６款介護納付金につきま

しては、平成２６年度の額が確定しておりますので、過不足ある金額につい

て計上いたしております。 

 １１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、実績により平成２５年度

における療養給付費負担金、特定健康診査に対する国及び県の負担金、高齢

者医療制度円滑運用事業費補助金の額が確定し、返還金が生じましたので計

上いたしております。 

 また、国の調整交付金につきましては、２５年度の会計検査の指摘により

返還が生じましたので計上いたしております。 

 １２款予備費、１項予備費は、２５年度実質収支から返還金等を差し引い

た金額を計上しております。 

 以上が今回の補正の主な内容でございます。 

 なお、説明資料といたしまして、平成２６年度長与町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）に関する説明書を添付しておりますので、御参照を願

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 日程第１２、議案第８７号、平成２６年度長与町水道事業会計補正予算
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（第１号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 議案第８７号、平成２６年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 予算書１ページをお開き願います。今回の補正は、第２条資本的収入及び

支出の支出において、第１款資本的支出、第１項建設改良費を３,０９０万

円の増額補正を行い、総額を４億６,４１８万７,０００円といたしておりま

す。これは長崎市、諫早市、長与町及び時津町で共同処理していた水道用水

供給事業の経営に関する業務が終了することに伴い、企業団が借り入れた企

業債の一括繰り上げ償還に係る長与町負担額を補正するものでございます。 

 なお、資本的収入額は資本的支出額に対し不足する額３億８,５３２万７,

０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,４４６万

４,０００円、過年度分損益勘定留保資金１億１,９８３万５,０００円、当

年度分損益勘定留保資金９,７５６万６,０００円及び減債積立金１億５,３

４６万２,０００円で補填する予定でございます。 

 以上が今回の補正の内容でございます。 

 議案の後に、平成２６年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）に関す

る説明書を添付いたしております。 

 御参照の上、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これにて、本日の日程は終了します。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

                             （散会 ９時５７分） 


